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1. 目的 
『土木工事における建設現場の遠隔臨場に関する試行要領（案）』は、和歌山県県土整

備部が所管する公共工事の建設現場において「段階確認」、「材料確認」と「立会」を必

要とする作業に遠隔臨場を適用して、受発注者の作業効率化を図るとともに、契約の適

正な履行として施工履歴を管理するために、以下の事項を定めるものである。 
 
1）適用の範囲 
2）遠隔臨場に使用する機器構成と仕様 
3）遠隔臨場による段階確認等の実施及び記録と保管 
 
遠隔臨場とは、Web カメラ等による映像と音声の双方向通信を使用して「段階確認」、

「材料確認」と「立会」を行うものである。 
『土木工事における建設現場の遠隔臨場に関する監督・検査試行要領（案）（以下、「本

監督・検査要領」という。）』は、受注者が『土木工事における建設現場における遠隔臨

場に関する試行要領（以下、「本要領」という。）』に基づき、「段階確認」、「材料確認」

と「立会」の遠隔臨場の実施にあたり、監督・検査業務に必要とする事項を定めたもの

である。 
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2. 適用の範囲 
本監督・検査要領は、遠隔臨場の機器を用いて、『土木工事共通仕様書』に定める「段

階確認」、「材料確認」と「立会」を実施する場合に適用する。 本要領に基づいた、受注

者の実施項目を下図に示す。 
受注者は、遠隔臨場の映像と音声の配信及びその記録を行う。（図 2-1 ※1）。また、

遠隔臨場を行ったことが検査時に確認できるよう、受注者は遠隔臨場の状況を工事記録

写真として提出する。（現場の状況と遠隔臨場している監督員の両方が写ったタブレット

端末等の画面をスクリーンショットで撮影することで、遠隔臨場の確認写真は撮影でき

ます。） 
Web カメラ等とは、現場状況を撮影し、通信するデジタルカメラの総称であり使用製

品を限定するものではない。一般的なタブレット端末やモバイル端末を使用することも

可能である。なお、Web カメラ等の使用は、「段階確認」、「材料確認」と「立会」だけで

はなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受注者

の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 2-1 受注者の実施項目 

  

実施手順 受注者の実施項目 

 ① 施工計画書の作成 

・本要領を適用する「段階確認」、

「材料確認」と「立会」項目 

 

② 機器の準備 

・現場の「撮影」に関する機器 

・「記録」に関する機器 

・「配信」に関する機器 

③ 段階確認等の実施 

・事前準備 

・撮影の実施と記録（※１） 

施工計画書 

機器の準備 

映像と音声による 

段階確認等の実施 
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3. 監督員の実施項目 
遠隔臨場の機器を用いて「段階確認」、「材料確認」と「立会」を実施する場合の監督

員の実施項目を以下に示す。 
受注者は、遠隔臨場の映像と音声の配信及びその記録を行う。また、遠隔臨場を行っ

たことが検査時に確認できるよう、受注者は遠隔臨場の状況を工事記録写真として提出

する。 
記録した映像と音声は、受注者が情報共有システム（ASP）等に登録して保管(図 3-1 ※

1)する。情報共有システム（ASP）を活用していない工事については、CD 等の電子媒体

で監督員に提出する。 
 

実施手順 監督員の実施項目 

 ① 施工計画書の確認 

・本要領を適用する「段階確認」、

「材料確認」と「立会」項目 

・機器構成と仕様等 

 

 

 

② 段階確認等の実施 

・「段階確認書」、「材料確認願」、 

「立会願」の受理 

・映像と音声による現場の確認と

その記録の確認（※１） 

図 3-1 監督員の実施項目 
  

施工計画書 

機器の準備 

映像と音声による 

段階確認等の実施 
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3.1 施工計画書の受理 
受注者から本要領に基づき、提出された施工計画書の内容及び添付資料をもとに、下

記の事項について確認し、受理する。 
 

（1）適用種別 
適用する「段階確認」、「材料確認」と「立会」項目 
 

（2）機器構成と仕様 
1）映像と音声の「撮影」に用いる機器と仕様 

現場（臨場）にて使用する Web カメラ等の機器と仕様 
2）「記録」した映像と音声を「配信」するための機器と仕様 

Web カメラ等で作成した映像と音声を監督員等へ配信するために使用する機器と

仕様 
 

（3）段階確認等の実施 
適用する「段階確認」、「材料確認」と「立会」の実施方法 
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3.2 遠隔臨場による段階確認等の実施 
 
（1）「段階確認書」、「確認・立会依頼書」の受領 

監督員は、事前に段階確認に係わる報告（種別、細別、施工予定時期等）を受注者よ

り受理すること。 
監督員は、設計図書に従って立会が必要な場合は、あらかじめ立会願を所定の様式に

より受注者より受理すること。 
 

（2）撮影の実施 
1）資機材の確認 

監督員等は、遠隔臨場による「段階確認」、「材料確認」と「立会」の実施にあた

り、事前に受注者との双方向通信の状況について確認を行う。 
2）現場（臨場）の確認 

受注者は、「工事名」、「工種」、「確認内容」、「設計値」、「測定値」や「使用材料」

等の必要な情報について適宜黒板等を用いて表示する。記録にあたり、必要な情報

を冒頭で読み上げ、監督員等による実施項目の確認を得ること。また、終了時には、

確認箇所の内容を読み上げ、監督員等による実施結果の確認を得ること。 
3）実施 

受注者は、「工事名」、「工種」、「確認内容」、「設計値」、「測定値」や「使用材料」

等の必要な情報について適宜黒板等を用いて表示する。記録にあたり、必要な情報

を冒頭で読み上げ、監督員等による実施項目の確認を得ること。また、終了時には、

確認箇所の内容を読み上げ、監督員等による実施結果の確認を得ること。 
 

（3）記録と保存 
受注者は、遠隔臨場の映像と音声を配信し、記録と保存を行う。 
記録した映像と音声は、受注者が情報共有システム（ASP）等に登録して保管(図 3-1 

※1)する。情報共有システム（ASP）を活用していない工事については、CD 等の電子

媒体で監督員に提出する。 
 

（4）記録の確認 
確認実施者が発注者支援技術員の場合、監督員は、発注者支援技術員が実施した遠

隔臨場の「記録」を情報共有システム（ASP）等により確認すること。 
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4. 検査職員の実施項目（書面検査） 
遠隔臨場の機器を用いて「段階確認」、「材料確認」と「立会」を実施した場合の検査

職員の実施項目を以下に示す。なお、確認実施者が発注者支援技術員の場合は、実施の

記録が監督員に提出されていることを確認する。 
 

実施手順 検査職員の実施項目 

 ① 施工計画書の確認 

・本要領を適用する「段階確認」、

「材料確認」と「立会」項目 

 

 

 

 

② 段階確認等の実施状況の確認 

・「段階確認書」、「材料確認願」、 

「立会願」の受理状況 

・実施状況記録写真の確認 

図 4-1 検査職員の実施項目 
 
（1）施工計画書の記載事項 

監督員が実施した「施工計画書の受理・記載事項の確認結果」を工事打合せ簿で確

認する。 
 

（2）段階確認等の実施状況の確認 
遠隔臨場の実施状況は工事記録写真（遠隔臨場実施状況をスクリーンショットで撮

影したもの）で確認する。確認実施者が発注者支援技術員の場合は、実施の記録が監

督員に提出されていることを確認する。 
  

施工計画書 

機器の準備 

映像と音声による 

段階確認等の実施 
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5. 留意事項 等 
5.1 効果の把握 

今後の適正な取組みに資するため、試行を通じた効果の検証及び課題の抽出について、

施工者及び監督員等を対象としたアンケート調査等により依頼があった場合は対応する

こととする。 
 

5.2 留意事項 
工事記録映像の活用に際しては、以下に留意する。 

（1）受注者は、被撮影者である当該工事現場の作業員に対して、撮影の目的、用途等を説

明し、承諾を得ること。 
（2）Web カメラ等を作業員に装着させて長時間撮影する場合、作業員のプライバシーを侵

害する音声情報が含まれる場合があるため留意すること。 
（3）受注者は、施工現場外ができる限り映り込まないように留意すること。 
（4）受注者は、公的ではない建物の内部等見られることが予定されていない場所が映り込

み、人物が映っている場合は、人物の特定ができないように留意すること。 
（5）本要領（案）によりがたい場合は、適宜受発注者間で協議すること。 
 
5.3 その他 

本実施要領に記載されていない事項については、次の担当者に相談すること。 
 

和歌山県 県土整備部 県土整備政策局 技術調査課 企画調査班 
電話：０７３－４４１－３０８２ 
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6. 参考資料 
6.1 特記仕様書（記載例） 
（記載例） 
1. 建設現場の遠隔臨場に関する試行工事 
本工事は、受注者における「段階確認に伴う手待ち時間の削減や確認書類の簡素化」や

発注者（監督員）における「現場臨場の削減による効率的な時間の活用」等を目指し、Web
カメラ等による映像と音声の双方向通信を使用して「段階確認」、「材料確認」と「立会」

の遠隔臨場を試行的に行うことができるものとする。ただし、高所作業等で使用する場合

など Web カメラ等の種類によっては危険を伴うものについては、通常通り段階確認を実施

する。なお、遠隔臨場を試行的に実施する場合は、『土木工事における建設現場の遠隔臨場

に関する試行要領（案）』の内容に従い実施する。 
 

2.試行内容 
（1）段階確認・材料確認、立会での確認 

① 受注者が Web カメラ等により撮影した映像と音声を監督員等へ同時配信を行い、双

方向の通信により会話しながら確認し録画する。試行内容については、受注者との

協議により実施するものとする。 
② 受注者は映像と音声及び実施状況を記録し、情報共有システム（ASP）等に登録し

て保管する。情報共有システム（ASP）を活用していない工事については、CD 等の

電子媒体により監督員に提出するものとする。 
 なお、録画及び登録と保管は『土木工事における建設現場の遠隔臨場に関する監督・

検査試行要領（案）』に従い、取りまとめるものとする。 
③ Web カメラ等とは、現場状況を撮影し通信するデジタルカメラの総称であり使用製

品を限定するものではない。一般的なタブレット端末やモバイル端末を使用するこ

とも可能である。なお、Web カメラ等の使用は、「段階確認」、「材料確認」と「立会」

だけではなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることか

ら、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。 
 

（2）機器の準備 
遠隔臨場を試行的に実施する場合においては、情報共有システム（ASP 方式）内の Web

会議システムなどインターネットブラウザを使用する方法を優先するものとする。この

場合、現場で使用する Web カメラ等の映像と音声の配信に必要な機器等は受注者が手配、

設置するものとし、詳細については、監督員と協議し決定するものとする。 
情報共有システム（ASP 方式）内の Web 会議システムなどインターネットブラウザを

使用する方法以外で遠隔臨場を実施する場合も試行可能とするが、この場合、発注者側

で使用する Web カメラ等は受注者が準備するものとし、資機材及び通信料は受注者が負
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担するものとする。 
 

（3）効果の検証 
本試行工事を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査に協力するも

のとする。詳細は、監督員の指示による。 
 

（4）費用 
遠隔臨場を実施するにあたり必要とする費用については、技術管理費に含むものとす

る。 
 

  



10 
 

6.2 録画データの取り扱い 
6.2.1 録画の編集 

工事写真は『デジタル写真管理情報基準（案）』において、「写真の信憑性を考慮し、

写真編集は認めない」こととしている。しかしながら、映像は連続した画像より構成し

ていることに加え、双方向通信によるやり取りを通じた結果を「記録」したものである

ことより、写真に比べ不適切な修正が加え難いと考えられる。このため、遠隔臨場を用

いた「段階確認」、「材料確認」と「立会」の「記録」では、編集を認める。 
（1）撮影時間 

目的に照らして、不要な時間帯の記録は、削除可とする。 
（2）コントラスト等の調整 

影などで視認しにくい映像のコントラスト等の調整は可とする。 
（3）キャプション等の追加 

目的に照らして、確認すべき現場（臨場）や確認箇所等で区切りを挿入することや、

確認内容の説明や目的内容を強調するためのキャプチャー等の挿入は可とする。 
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6.2.2 登録・保管 
記録した映像と音声は情報共有システム（ASP）等に登録して保管する。以下に情報

共有システム（ASP）を利用しない場合の記録の作成例を記載する。 
 

（1）電子媒体 
納品媒体は CD-R 又は、DVD-R を基本とする。 
 

（2）フォルダ構成（例） 
電子媒体への納品方法（フォルダ構成とファイル名等）の例を次に示す。フォルダ

構成は、ルート直下に「段階確認」、「材料確認」と「立会」のフォルダを作成し、そ

れぞれのフォルダに記録したファイルを収める。なお、記録したファイルの無いフォ

ルダの作成は不要とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6-1 電子媒体への納品方法（フォルダ構成とファイル名等）の例 
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（3）管理ファイル 
ルート直下に管理ファイルとして「実施箇所の一覧」ファイルを作成する。「実施箇

所の一覧」ファイルは、「施工計画書」に記載した、実施箇所の一覧等を記載する。記

載した項目と各フォルダに収めたファイルとのリンクさせることが望ましい。また、

「実施箇所の一覧」のファイル形式は、「Word」又は、「一太郎」形式とする。 
 

（4）「記録」のファイル形式と容量 
ファイル形式は、Windows Media Player で視聴可能なファイル形式とする。 
ファイル容量は、1 ファイル 500BM 程度以下とする。画像を複数に分割した場合

には、「（5）ファイル命名規則」に従う。 
 

（5）ファイル命名規則 
1）段階確認 
段階確認を記録したファイル命名規則は次とする。 
[撮影年月日（半角数字 8 桁）]+”_”+[種別（細別）確認時期] +”_”+00n 
 

【例 1】 
2019 年 8 月 10 日に実施したバーチカルドレーン工（サンドドレーン）の施工時

の記録のファイル名（ファイル容量：500MB 以下） 
 

20190810_バーチカルドレーン工（サンドドレーン）施工時 
 
ファイル容量：500MB 以下のため、ファイル命名規則の末尾“00n”を省略する。 
 

【例 2】 
2019 年 11 月 6 日に実施したバーチカルドレーン工（サンドドレーン）の施工完

了時の記録のファイル名（ファイル容量：500MB 以上のため、2 ファイルに分割） 
 

20191106_バーチカルドレーン工（サンドドレーン）完了時_001 
20191106_バーチカルドレーン工（サンドドレーン）完了時_002 
 
ファイルの分割数に応じて、ファイル命名規則の末尾“00n”を与番する。 
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2）材料確認と立会 
材料確認と立会を記録したファイル命名規則は次とする。 
[[撮影年月日（半角数字 8 桁）]+”_”+[土木工事共通仕様書番号] +”_”+[工種名] +”
_” +00n 

 
【例 1】 

2019 年 8 月 10 日に実施した、土木工事共通仕様書 第 3 編 第 2 章 3 節 13 項
のポストテンション桁製作工の材料確認の記録のファイル名（ファイル容量：500MB 
以上のため、2 ファイルに分割） 

 
20190810_3-2-3-13_ポストテンション桁製作工_001 
20190810_3-2-3-13_ポストテンション桁製作工_002 
 
ファイルの分割数に応じて、ファイル命名規則の末尾“00n”を与番する。 
 

【例 2】 
2019 年 8 月 10 日に実施した土木工事共通仕様書 第 3 編 第 2 章 6 節 19 項

の舗装補修工の立会の記録のファイル名（ファイル容量：500MB 以上のため、3 フ
ァイルに分割） 

 
20190810_3-2-6-19_コンクリート舗装補修工_001 
20190810_3-2-6-19_コンクリート舗装補修工_002 
20190810_3-2-6-19_コンクリート舗装補修工_003 
 
ファイルの分割数に応じて、ファイル命名規則の末尾“00n”を与番する。 
 

（6）ウイルス対策 
①受注者は、電子媒体が完成した時点で、ウイルスチェックを行う。 
②ウイルス対策ソフトは特に指定はしないが、信頼性の高いものを利用する。 
③最新のウイルスも検出できるように、ウイルス対策ソフトは常に最新のデータに更

新（アップデート）したものを利用する。 


